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■お問い合わせ先
　日本赤十字社小坂町分区（福祉課内）
　（TEL 29ー3925）

■お問い合わせ先　福祉課町民福祉班（TEL29－3925）

■お問い合わせ先
小坂町民生児童委員協議会事務局（福祉課内）
（TEL 29ー3925）

　小坂町民生児童委員協議会では民生委員・児童委
員31名と、主任児童委員２名、合わせて33名が、住
み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができ
るよう、地域で活動しています。

★４/８学校前あいさつ運動
　昨年に引き続き、小坂小学校の集団登校日にあわ
せて、学校前であいさつ運動を行いました。子ども
たちも元気いっぱいあいさつを返してくれまし
た！
★４/18総会（４月定例会）
　本協議会では、毎月第3木曜日に定例会を行って
います。４月は、前年度の事業報告及び決算と、今年
度の事業計画及び予算について協議を行いました。
今年度も、様々な分野の研修や講習等を通して見聞
を広め、地域での活動に役立てていきます。

■活動資金へのご協力をお願いします
　日本赤十字社では、毎年５月１日より、全国一
斉に日本赤十字会員増強運動を展開しています。
災害時の救援等の赤十字の活動は自治会・町内会
や企業等の皆様からの活動資金のご協力により支
えられています。今年度も赤十字各種事業をご理
解いただき、さらなる活動発展のために活動資金
へのご協力をお願いします。

■小坂町日本赤十字奉仕団総会
　４/24総会が行われ、前年度の事業報告及び決
算と、今年度の事業計画及び予算について協議を
行いました。奉仕団では、委員長を含めた14名の
団員が、募金の呼びかけや地域献血の手伝いなど、
年間を通して活動しています。
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　高齢者や障がい者の日常生活を支援することを目的に、次の用具の購入費用の一部を助成します。事業
を利用して購入を検討している方は、必ず事前にお問い合わせください。申請書や領収書等が必要です。
○小坂町に居住し住所がある65歳以上の方で、次の対象者要件に該当する方が対象です。
○助成は１種目につき、１人１回限りです。対象となる用具にも要件があります。


